
第５回 西宮浜小中一貫校庁内開校準備委員会にかかる議事録 

 

日 時：平成 31年 2月 20 日（水） 16 時 00 分～16 時 50 分 

場 所：本庁 8階 813 会議室 

出席者：大和教育次長（委員長）、津田学校改革部長（副委員長）、佐々木学校教育部長（副委員長）、 

    宮後課長（育成センター推進課）、山口課長（道路計画課）、平野課長（学校施設保全課）、 

薩美課長（教育総務課）、河内課長（教育企画課）、北井課長（教育職員課） 

柏木課長（学校施設計画課）、山下課長（学校管理課）、竹村課長（学事課）、 

飯干課長（学校保健安全課）、因幡課長（学校給食課）、粟屋課長（特別支援教育課）、 

乾課長（教育研修課）、山本課長（地域学校支援課）、岩本課長（校務改善課）、 

中島課長（社会教育課）、石飛参事（社会教育部） 

 事務局：奥谷課長（学校改革推進課）、谷口課長（学校改革調整課）、小濱係長（学校改革推進課）、 

村松係長（学校改革調整課）、足立嘱託職員（学校改革調整課）、宮崎嘱託職員（学校教育課） 

 司 会：佐々木副委員長 

 

委員長 １．開会のあいさつ 

事務局 配付資料の確認 

・第 5回西宮浜小中一貫校庁内開校準備委員会 次第 

・各課進捗管理チェックリスト 

・（仮称）西宮市立第一義務教育学校の設置に伴う関係例規の改正一覧 

 ２．協議事項 

（1）各課の進捗状況について 

校改課 ・変更箇所は項目 4,9,13 となっている。項目 4 は「校内テレビ放送方式確定」で、情報

システム課と学校管理課と連携して進めている。提案の新システムについて別の学校

で実証実験中。項目 9 は「学校管理サーバ設定変更」で、中学校舎は既存のままで、

小学校舎は次年度更新予定。一体化が可能かどうかは、小学校全校パソコン教室更新

の仕様とあわせて検討する。項目 13 は「校内放送機器設置」で、音声放送は学校施設

保全課・情報システム課・学校管理課と連携して進めている。現在、機器の確認段階

である。課題は児童生徒用タブレットパソコンを活用した学習システムについての検

討で、児童生徒一人ひとりの学びの記録をとり、生かしていく個別に対応する形を最

終的には全市に広げていきたいと考えている。 

社教課 ・11～16 の項目で、特に 11 の 2019 年度文科省委託事業「学校運営協議会と地域学校協

働本部の設置・拡充に向けた調査研究事業」の申請については、締め切りが 2月 28 日

と迫っている。すでに加配希望には手を挙げている。申請書を書くため、両校長のヒ

アリングをした。小学校長は、郷土に関する資料館を作りたいとのことだった。この

ことについては、学校改革調整課でも予算を組んでいる。パネル等ソフト面の経費が

必要になる。中学校長は、校名が変わることから、「トライやる」ののぼり旗の作り直

しなどをしたいとのこと。これについては、キャリア教育につなげて申請しようと思

う。基本的には、マリナプランを実現するためにコミュニティ・スクールを進めてい

くことで申請書を作っていく。各課にも力を貸してほしいと思っている。西宮浜のア

ートのスタンプラリーなどもできればと考えている。今年はコミュニティ・スクール

の全国フォーラムが広島で行われるが、ＰＴＡや地域の方の視察旅費も 100 万円の中



から出したいと思っている。 

 質問・意見 

教総課 ・社会教育課の項目 14「教育委員会規則制定（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費

用弁償条例改正）」は何か。 

社教課 ・コミュニティ・スクールの学校運営協議会について、設置規則が必要なのと、委員の

委員報酬については、条例改正が必要だと思っている。 

副委員長 

(学改部) 

・校務改善課の項目 9「学校管理サーバ設定変更」はどういうことか。 

校改課 ・小学校全体の中の 1 校としてできると考えている。 

副委員長 

(学改部) 

・文科省委託事業が採択された場合、予算化はいつを考えているか。 

社教課 ・6 月議会にはと考えている。教育総務課長に相談している。 

 （2）条例改正、規則について 

教総課 ・西宮市立第一義務教育学校の設置に伴う関係例規の改正について説明。 

1-1 条例 

1-2 西宮市規則 

2-1 西宮市教育委員会規則 

2-2 西宮市教育委員会訓令 

2-3 各種要綱 

校改課 ・西宮浜でプログミング教育、英語教育を先進的に行っていくと新聞記事にもあるが、

西宮浜独自の部分があれば、平成 32 年度予算に積む必要があるか。 

教総課 ・教育総務課と学校改革調整課には必ず連絡がほしい。 

学事課 ・教育総務課に連絡をすれば、一括で対応してもらえるのか。 

教総課 ・対応する。 

育セ推課 ・義務教育学校では、何年生という呼び名はどうなるのか。 

事務局 ・小学生は変わらないが、中学生が 7 年生、8 年生、9年生という呼び方になる。 

 ３．報告事項 

（1）前回の庁内開校準備委員会以降の主な動き 

事務局 ・1/28 に教育こども常任委員会で、「西宮浜小中一貫校の方向性について」として、所

管事務報告を行った。各議員よりいただいた意見の要点を紹介する。 

A 議員：反対はしないが、先進校の成果はどのようなものがあるのか。一人ずつをみ

た時、効果の検証は難しいだろう。義務教育学校にあう子、あわない子が出

てくるだろう。高 1ギャップもあり得るだろう。 

B 議員：「売り」は何か? 明確な目標を掲げてスタートしてほしい。地域コミュニティ

は小学校単位である。しっかりやってほしい。 

C 議員：なぜ平成 32 年 4月開校なのか分からない。所管事務報告があり、ここから議

論が始まっていく。義務教育学校の伏線としてエリート校を作りたいのだろ

う。全市的議論が必要である。 

D 議員：効果の指標を作ってほしい。 

E 議員：つくば市の例のように、特色ある教育をしてほしい。 

・2/19 に第 4回設置準備委員会で、「校名・校章・校歌」、「閉校式・開校式」、「給食」、



「校地間道路」について提案し協議した。「学校教育目標」については学校が提案した。 

 （2）今後の主な流れ 

事務局 ・3 月初旬に、「第 1 回西宮市立西宮浜小中一貫校校名検討部会」を開催する。また、3

月議会で、「西宮市立学校条例の一部を改正する条例（校名仮称）」の制定に関する議

案を挙げる。 

副委員長 ４．閉会あいさつ 

 


